
〇社会保険等未加入業者との一次下請契約禁止に係る手続きフロー
（令和元年10月1日以降の運用について［ペナルティ有］）

工事成績評定時、総括監督員の考査項目より減点

【契約検査課】

元請業者の入札参加停止措置
　（春日部市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱 第2条別表第1の4 契約違反）

【契約検査課】→【工事担当課】

元請業者の入札参加停止措置を行った旨を通知

【工事担当課】

【工事担当課】

　一次下請業者に、
　　　　　（1）未加入業者なし
　　　　　（2）適用除外

　一次下請業者に、
　　　　　　　　「未加入業者」あり

【工事担当課】→【元請業者】

【工事担当課】→【契約検査課】

【工事担当課】→【元請業者】

【元請業者】→【工事担当課】

特別な事情を記した書類（様式２号）を７日以内に工事担当
課に提出する。

未提出提出あり

社会保険等に未加入の業者を一次下請けとしなければなら
ない特別な事情を記した文書を提出するよう通知。（様式１
号）

「施工体制台帳」の「健康保険等の加入状況」欄により、下請
企業の社会保険等の加入状況を確認

社会保険等未加入の一次下請企業について報告（様式５号）
対策不要

（報告等なし）

通知日より３０日以内に、当該一次下
請業者の保険加入を確認できる書類
を提出するよう通知（様式３号）

３０日以内に、保険加入を確認できる
書類を提出（様式４号）

未提出
【元請業者】→【工事担当課】

・平成３１年４月1日以降に公告する建設工事より、当該工事において受注者（元請業者）と社会保険等未加入

業者との一次下請契約を禁止（ペナルティ無）していましたが、令和元年１０月１日より公告する建設工事より、本

格運用することとし、違反した場合、入札参加停止等の措置を行います。 

 

※社会保険等未加入企業の一次下請契約の禁止に係る手続は以下の通りとなります。 


